
28・8・13

　原爆死没者のめい福と世界恒久平和の
実現を願って、広島および長崎に原爆が
投下された時刻に、家庭や職場などで１
分間の黙とうをされるよう、ご協力をお
願いします。
と　き　渇８月６日（土）午前８時１５分
＝広島原爆投下時刻
渇８月９日（火）午前１１時２分＝長崎原
爆投下時刻
問合先　広報秘書課広聴係（☎０４２－３８７
－９８１８） 原爆ドーム（広島市）

原爆死没者への
黙とうにご協力を
お願いします

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
で
本
人
お
よ

び
同
一
世
帯
員
の
方
の
住
民
票
を

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
利

用
の
際
は
、
同
カ
ー
ド
の
暗
証
番

号
で
利
用
者
確
認
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
印
鑑
登
録
証
の
機
能
を
同

カ
ー
ド
に
移
行
し
た
方
は
、
本
人

の
印
鑑
登
録
証
明
書
も
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
は
、

全
国
の
セ
ブ
ン
儿
イ
レ
ブ
ン
、
ロ

ー
ソ
ン
（
ロ
ー
ソ
ン
ス
ト
ア　

は
１００

除
く
）
、
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク

ス
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
で
利
用

で
き
、
窓
口
交
付
よ
り　

円
安
い

１００

　

円
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま

２００す
。

　

住
民
票
・
印
鑑
登
録
証
明
書
の

取
得
は
、
便
利
な
コ
ン
ビ
ニ
交
付

サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
時
間　

午
前
６
時　

分
～
午

３０

後　

時
（
年
末
年
始
、
設
備
点
検

１１
時
等
除
く
）

手
数
料　

１
通　

円
２００

そ
の
他　

▽
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
で
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
方
は
、
引
き
続
き

利
用
で
き
ま
す
。
▽
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
の
住
民
票
に
は
、
住

民
票
コ
ー
ド
・
個
人
番
号
は
記
載

で
き
ま
せ
ん
。
必
要
な
場
合
は
、

市
民
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
先　

市
民
課
市
民
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
３
０
）
 

３８７

 　
「
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
」
は
、
東
京

都
の
全
市
町
村
が
共
同
で
運
営

し
、
少
な
い
会
費
で
、
交
通
事
故

に
遭
っ
た
と
き
、
見
舞
金
を
受
け

ら
れ
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。

交
通
災
害
共
済

（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）
に

ご
加
入
を

　

平
成　

年
度
分
に
つ
い
て
未
加

２８

入
の
方
は
随
時
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

加
入
申
込
書
は
、
市
内
の
銀
行

等
窓
口
（
郵
便
局
を
除
く
）
な
ど

で
配
布
し
て
い
ま
す
。
制
度
の
内

容
等
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
、
東
京
市
町
村
総
合

事
務
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp

://w
w
w
.ctv-to

kyo
.o
r.jp
/

）を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

対　

象　

市
内
在
住
の
方

会
費
等

▽　

Ａ
コ
ー
ス
＝
年
額
千
円
の
会

費
で
最
高　

万
円
の
見
舞
金

３００

▽　

Ｂ
コ
ー
ス
＝
年
額　

円
の
会

５００

費
で
最
高　

万
円
の
見
舞
金

１５０

そ
の
他　

小
・
中
学
生
、
消
防
団

員
の
方
は
、
市
費
負
担
で
Ｂ
コ
ー

ス
に
加
入
し
て
い
ま
す
。
（
自
己

負
担
に
よ
っ
て
Ａ
コ
ー
ス
へ
の
移

行
は
可
能
で
す
）

申
込
方
法　

加
入
申
込
書
に
会
費

を
添
え
て
市
内
の
銀
行
等
窓
口

（
郵
便
局
は
除
く
）
へ
。

問
合
先　

交
通
対
策
課
交
通
対
策

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
５
０
）

０４２

３８７

 　

市
内
に
あ
る
既
存
の
住
宅
用
家

屋
を
建
て
替
え
る
際
は
、
平
成　
２９

年
１
月
１
日
現
在
、
更
地
や
建
設

途
中
で
家
が
完
成
し
て
い
な
い
場

合
、
住
宅
用
地
の
特
例
制
度
が
適

用
さ
れ
ず
、
土
地
の
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
税
額
が
上
が

り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
条
件
を
満
た
し
て
い

れ
ば
引
き
続
き
特
例
制
度
の
適
用

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
（
平
成　

年
２９

度
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
）

　

特
例
制
度
を
適
用
す
る
た
め
に

は
申
請
が
必
要
で
す
。
適
用
の
可

否
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

適
用
条
件

▽　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、

２８

住
居
用
家
屋
が
建
っ
て
い
た
住

宅
用
地
で
あ
る
こ
と

住
宅
用
地
の
建
て
替
え

特
例
制
度
の
適
用
申
請
を

▽　

建
て
替
え
前
の
住
宅
の
敷
地

と
同
一
の
敷
地
で
あ
る
こ
と

▽　

平
成　

年
度
と
平
成　

年
度

２８

２９

の
賦
課
期
日
（
１
月
１
日
）
に

お
け
る
土
地
の
所
有
者
が
同
一

で
あ
る
こ
と
（
家
屋
も
同
様
）

▽　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、

２９

工
事
の
着
手
等
が
す
で
に
行
わ

れ
て
お
り
、
平
成　

年
中
に
家

２９

が
完
成
し
て
い
る
こ
と

申
請
・
問
合
先　

平
成　

年
１
月

２９

　

日
ま
で
に
、
所
定
の
申
請
書

３１（
資
産
税
課
で
配
布
）
に
必
要
事

項
を
明
記
し
、
建
て
替
え
が
分
か

る
資
料
（
建
築
確
認
済
証
、
契
約

書
・
図
面
な
ど
）を
持
参
の
う
え
、

資
産
税
課
土
地
係
（
市
役
所
第
二

庁
舎
３
階
☎　

儿　

儿
９
８
２

０４２

３８７

１
）
へ
。

 
募
集
内
容　

▽
ポ
イ
ン
ト
方
式
に

よ
る
募
集
（
家
族
向
け
の
み
）

▽
単
身
者
向
け
・
単
身
者
用
車
い

す
使
用
者
向
け
・
シ
ル
バ
ー
ピ
ア

住
宅　

▽
事
業
再
建
者
向
け
定
期

使
用
住
宅

申
込
書
等
配
布　

８
月
１
日

（
月
）
～
９
日
（
火
）
に
、
ま
ち

づ
く
り
推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
５
階
）
、
管
財
課
（
市
役
所
本

庁
舎
１
階
）
、
夜
間
・
休
日
は
施

設
管
理
室
（
同
１
階
）
で
配
布
す

る
ほ
か
、
配
布
期
間
中
に
限
り
、

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.to
-ko
u
sy

a
.o
r.jp
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

そ
の
他　

募
集
内
容
・
申
込
資
格

等
詳
し
く
は
、
「
都
営
住
宅
募
集

の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法　

８
月　

日
（
必
着
）

１２

ま
で
に
、郵
送
で
渋
谷
郵
便
局
へ
。

問
合
先　

Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
（
東
京
都

住
宅
供
給
公
社
）
都
営
住
宅
募
集

セ
ン
タ
ー
（
☎
０
５
７
０
儿　

儿
０１０

　

＝
８
月
１
日
～
９
日
、
☎　

儿

８１０

０３

３
４
９
８
儿
８
８
９
４
）
、
ま
ち

づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
６
１
）

３８７ 都
営
住
宅
入
居
者
募
集

〈
耐
震
改
修
工
事
に 

伴
う
減
額
〉

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
耐
震
改

修
工
事
を
行
っ
た
既
存
住
宅
の
翌

年
度
分
（
通
行
障
害
既
存
耐
震
不

適
格
建
築
物
で
あ
っ
た
場
合
は
、

改
修
後
２
年
度
分
）
の
固
定
資
産

税
（
家
屋
分
）
を
申
告
に
よ
り
、

２
分
の
１
減
額
し
ま
す
。

対　

象　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
住
宅

▽　

昭
和　

年
１
月
１
日
以
前
に

５７

建
て
ら
れ
た
住
宅

▽　

平
成　

年
１
月
１
日
～　

年

１８

３０

３
月　

日
に
現
行
の
耐
震
基
準

３１

に
適
合
し
た
一
定
の
耐
震
改
修

工
事
を
実
施
し
た
も
の

▽　

工
事
費
用
が　

万
円
超

５０

対
象
床
面
積　

１
戸
当
た
り　

平
１２０

方
㍍
ま
で

必
要
書
類　

現
行
の
耐
震
基
準
に

適
合
し
た
工
事
で
あ
る
こ
と
の
証

明
書
（
地
方
公
共
団
体
、
建
築

士
、
指
定
確
認
検
査
機
関
、
登
録

住
宅
性
能
評
価
機
関
、
住
宅 
瑕  
疵 

か 

し

担
保
責
任
法
人
が
証
明
し
た
も

の
）
、
工
事
費　

万
円
超
を
証
し

５０

た
領
収
書
等

申
告
期
限　

原
則
改
修
工
事
後
３

か
月
以
内

〈
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

に
伴
う
減
額
〉

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
バ
リ
ア

フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
既
存

住
宅
の
翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税

（
家
屋
分
）
を
申
告
に
よ
り
、
３

分
の
１
減
額
し
ま
す
。

対　

象　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
住
宅

▽　

新
築
さ
れ
た
日
か
ら　

年
以

１０

上
を
経
過
し
た
住
宅
（
賃
貸
住

宅
を
除
く
）

▽　

平
成　

年
４
月
１
日
～　

年

１９

３０

３
月　

日
に
改
修
工
事
を
実
施

３１

し
た
も
の

▽　

改
修
後
の
住
宅
の
床
面
積
が

　

平
方
㍍
以
上
で
あ
る
こ
と

５０
▽　

次
の
い
ず
れ
か
で
、
補
助
金

等
を
除
く
自
己
負
担
額
が　

万
５０

円
超
の
工
事
を
実
施
し
た
も
の

　

廊
下
の
拡
幅
、
階
段
の 
勾 
配

こ
う

の
緩
和
、
浴
室
の
改
良
、
ト
イ

レ
の
改
良
、
手
す
り
の
取
り
付

け
、
床
の
段
差
の
解
消
、
引
き

戸
へ
の
取
り
替
え
、
床
表
面
の

滑
り
止
め

▽　

次
の
い
ず
れ
か
の
方
が
居
住

し
て
い
る
こ
と

　
　

歳
以
上
の
方
（
工
事
完
了

６５
翌
年
の
１
月
１
日
現
在
）
、
要

介
護
・
要
支
援
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
、
障
が
い
認
定
を
受

け
て
い
る
方

対
象
床
面
積　

１
戸
当
た
り　

平
１００

方
㍍
ま
で

必
要
書
類　

工
事
明
細
書
な
ど
工

事
の
内
容
が
確
認
で
き
る
も
の
、

工
事
費　

万
円
超
を
証
し
た
領
収

５０

書
、
要
支
援
・
要
介
護
ま
た
は
障

が
い
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は

介
護
保
険
被
保
険
者
証
ま
た
は
障

害
者
手
帳
等

申
告
期
限　

原
則
改
修
工
事
後
３

か
月
以
内

〈
省
エ
ネ
改
修
工
事
に
伴
う

減
額
〉

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
省
エ
ネ

改
修
工
事
（
熱
損
失
防
止
改
修
工

事
）
を
し
た
住
宅
の
翌
年
度
分
の

固
定
資
産
税
（
家
屋
分
）
を
申
告

に
よ
り
、
３
分
の
１
減
額
し
ま

す
。

対　

象　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
住
宅

▽　

平
成　

年
１
月
１
日
以
前
に

２０

建
て
ら
れ
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅

を
除
く
）

▽　

平
成　

年
４
月
１
日
～　

年

２０

３０

３
月　

日
に
改
修
工
事
を
実
施

３１

し
た
も
の

▽　

改
修
後
の
住
宅
の
床
面
積
が

　

平
方
㍍
以
上
で
あ
る
こ
と

５０
▽　

窓
の
改
修
工
事
ま
た
は
窓
の

改
修
を
併
せ
て
行
う
床
・
天

井
・
壁
の
断
熱
改
修
工
事
で
、

工
事
の
結
果
、
該
当
部
分
が
新

た
に
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
す
る

も
の

▽　

工
事
費
用
が　

万
円
超

５０

対
象
床
面
積　

１
戸
当
た
り　

平
１２０

方
㍍
ま
で

必
要
書
類　

熱
損
失
防
止
改
修
工

事
に
よ
り
新
た
に
省
エ
ネ
基
準
に

適
合
す
る
こ
と
を
示
す
証
明
書

（
建
築
士
、
指
定
確
認
検
査
機

関
、
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
、

住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
法
人
が
証
明

し
た
も
の
）
、
工
事
費　

万
円
超

５０

を
証
し
た
領
収
書
等

申
告
期
限　

原
則
改
修
工
事
後
３

か
月
以
内

〈
長
期
優
良
住
宅
建
築
に 

伴
う
減
額
〉

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
長
期
優

良
住
宅
認
定
を
受
け
た
新
築
住
宅

に
つ
い
て
、
申
告
に
よ
り
５
年
度

分
（
建
築
確
認
申
請
書
で
３
階
建

て
以
上
の
中
高
層
耐
火
、
準
耐
火

住
宅
と
確
認
で
き
る
も
の
は
７
年

度
分
）の
固
定
資
産
税
（
家
屋
分
）

を
減
額
し
ま
す
。

対　

象　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
新
築
住
宅

▽　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
さ
れ

る
基
準
に
基
づ
き
、
東
京
都
に

よ
り
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の

▽　

平
成　

年
６
月
４
日
～　

年

２１

３０

３
月　

日
に
建
築
さ
れ
た
も
の

３１

（
マ
ン
シ
ョ
ン
を
含
む
）

▽　

居
住
面
積
が　

平
方
㍍
以
上

５０

　

平
方
㍍
以
下
（
一
戸
建
て
以

２８０外
の
貸
家
は　

平
方
㍍
以
上　

４０

２８０

平
方
㍍
以
下
）

※　

併
用
住
宅
は
、
居
住
部
分
の

床
面
積
が
家
屋
の
床
面
積
の
２

分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と

減
額
範
囲　

居
住
部
分
の
床
面
積

　

平
方
㍍
相
当
分
ま
で
を
限
度
と

１２０し
て
、
当
該
家
屋
の
固
定
資
産
税

の
２
分
の
１
を
減
額

必
要
書
類　

認
定
長
期
優
良
住
宅

を
証
す
る
書
類
ま
た
は
そ
の
写
し

申
告
期
限　

新
築
し
た
年
の
翌
年

の
１
月　

日
ま
で
（
土
曜
・
日

３１

曜
・
祝
日
を
除
く
）

そ
の
他　

長
期
優
良
住
宅
の
認
定

に
つ
い
て
は
、
東
京
都
多
摩
建
築

指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課

（
☎　

儿　

儿
０
０
０
９
）
に
お

０４２

４６４

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

申
告
書
配
布　

市
資
産
税
課
で
配

布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

注
意
事
項　

新
築
軽
減
な
ど
他
の

減
額
措
置
と
同
時
に
適
用
は
で
き

ま
せ
ん
。
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

工
事
と
省
エ
ネ
改
修
工
事
は
、
同

時
に
適
用
で
き
ま
す
）

申
告
方
法　

市
所
定
の
申
告
書
に

必
要
事
項
を
明
記
し
、
必
要
書
類

を
添
え
て
、
資
産
税
課
家
屋
係

へ
。

そ
の
他　

固
定
資
産
税
の
減
額
以

外
に
も
、
住
宅
改
修
を
支
援
す
る

次
の
よ
う
な
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽　

木
造
住
宅
耐
震
改
修
助
成
金

＝
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

▽　

重
度
障
害
（
下
肢
ま
た
は
体

幹
）
の
方
へ
の
住
宅
設
備
改
善

支
援
＝
自
立
生
活
支
援
課
相
談

支
援
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
４

０４２

３８７

１
）

▽　

自
立
支
援
の
た
め
の
住
宅
改

修
＝
介
護
福
祉
課
高
齢
福
祉
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
３
）

０４２

３８７

▽　

介
護
保
険
制
度
の
住
宅
改
修

＝
介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
２
２
）

０４２

３８７

問
合
先　

資
産
税
課
家
屋
係
（
市

役
所
第
二
庁
舎
３
階
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
２
１
）

固定資産税固定資産税のの
減額制　　減額制度度

住
民
票
の
写
し
等
の
取
得
は

安
く
て
便
利
な
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
を


